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○志免町学童保育事業実施に関する条例施行規則 

平成29年８月28日志免町規則第10号 

改正 

平成30年10月30日規則第19号 

令和２年３月27日規則第６号 

令和３年３月31日規則第７号 

令和３年９月29日規則第16号 

令和５年３月31日規則第20号 

志免町学童保育事業実施に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、志免町学童保育事業実施に関する条例（平成29年志免町条例第11号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 条例第２条に規定する志免町学童保育事業（以下「事業」という。）の実施主体は、志免

町とする。 

２ 町長は、事業の全部又はその一部を適正な事業の運営が確保できると認められる法人その他の

団体（以下「運営事業者」という。）に委託することができるものとする。 

（定員） 

第３条 条例第３条に規定する事業を実施する場所（以下「学童保育所」という。）の定員は、別

表第１のとおりとする。 

２ 町長は、在籍する児童の出席の実態等を考慮し、学童保育所運営上支障がないと認めるときは、

定員を超えて利用させることができる。 

（学童保育所の利用対象事由） 

第４条 条例第４条に規定する保護者の就労等の事由は、次に掲げるいずれかに該当する場合とす

る。 

(１) 保護者の就労（自営労働専従を含む。）による場合 

(２) 保護者の疾病による場合 

(３) 保護者の家族等の介護や看護による場合 

(４) 保護者の技能習得等のための就学による場合 

(５) 保護者の妊娠・出産による場合 
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(６) その他町長が特に必要があると認める場合 

（利用申請） 

第５条 学童保育所を利用しようとする児童の保護者は、学童保育所利用申請書（様式第１号）を

町長に提出しなければならない。 

（利用承認） 

第６条 町長は、前条に規定する学童保育所利用申請書が提出されたときは、必要な審査を行い、

利用承認又は不承認の決定をするものとする。 

２ 町長は、審査を行うに当たって必要があると認めるときは、児童の保護者に書類の提出を求め

ることができる。 

３ 町長は、学童保育所の利用承認をしたときは、学童保育所利用承認通知書兼利用料納入通知書

（様式第２号）により児童の保護者に通知するとともに、当該児童を学童保育所利用児童登録簿

（様式第３号）に登録するものとする。 

４ 学童保育所の利用承認期間は、４月１日から利用する場合は４月１日から翌年の３月31日まで、

その他の場合は利用承認日から当該日以降最初の３月31日までとする。 

（利用不承認） 

第７条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができ

る。 

(１) 当該学童保育所の利用人数が定員に達しているとき又は定員に達していない場合であって

も人的体制が整っていないとき。 

(２) 学童保育所を利用しようとする児童が、疾病その他心身等の状況により特別の支援を必要

とする場合に、当該学童保育所の人的体制又は設備体制が整っておらず対応ができないとき。 

(３) 前２号に掲げる場合のほか、町長が利用を不適当と認めるとき。 

２ 町長は、前項第１号の規定により利用の承認をしないときは、学童保育所利用保留通知書（様

式第４号）により当該児童の保護者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定により保留となった児童について、当該児童が利用しようとする日の属す

る年度の末日までの間に、利用を希望する学童保育所に欠員が生じたときは、当該年度における

学童保育所の利用のために既に提出された第５条に規定する申請書をもって、利用承認をするこ

とができる。 

４ 町長は、第１項第２号又は第３号の規定に該当すると認めるときは、学童保育所利用不承認通

知書（様式第５号）により当該児童の保護者に通知するものとする。 
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（利用承認の取消し） 

第８条 町長は、第６条の利用承認を受けた児童（以下「利用児童」という。）が次の各号のいず

れかに該当する場合は、利用の承認を取り消すことができる。 

(１) 第４条に該当しなくなった場合 

(２) 正当な理由がなく長期間にわたって利用しない場合 

(３) 利用の申し込みに虚偽があることが判明した場合 

(４) 条例又はこの規則に違反し、町長の指示に従わない場合 

(５) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合 

２ 町長は、前項の規定により利用承認を取り消したときは、学童保育所利用承認取消通知書（様

式第６号）により当該児童の保護者に通知するものとする。 

（利用の停止） 

第９条 町長は、利用児童が学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第19条の規定により在籍する

小学校において出席停止となったときは、学童保育所の利用を停止することができる。 

２ 町長は、前項の規定により利用の停止をするときは、学童保育所利用停止通知書（様式第７号）

により当該児童の保護者に通知するものとする。ただし、緊急に利用を停止する必要があると認

めるときは、口頭により通知することができるものとする。 

（利用中止の届出） 

第10条 学童保育所の利用を止めようとする児童の保護者は、学童保育所利用中止届出書（様式第

８号）を利用中止日の属する月の末日までに町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により利用中止の届出があったときは、学童保育所利用中止通知書（様式

第９号）により当該児童の保護者に通知するものとする。 

（利用変更の届出） 

第11条 利用児童の保護者は、学童保育所利用申請書の内容に変更があるときは、学童保育所利用

変更届出書（様式第10号）により速やかに町長に届け出るものとする。 

２ 町長は、前項の届出に対し、当該児童に係る学童保育所利用児童登録簿を修正し、利用料の変

更がある場合は、学童保育所利用料納入変更通知書（様式第11号）により当該児童の保護者に通

知するものとする。 

（延長保育の届出） 

第12条 条例第６条第２項に規定する延長保育のうち、条例第８条第２項第１号の１月単位で利用

する児童の保護者は、利用月の前月末日までに町長に届け出なければならない。 
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２ 前項の届出は、第５条に規定する児童の保護者にあっては学童保育所利用申請書、利用児童の

保護者にあっては学童保育所利用変更届出書により行うものとする。 

（利用料） 

第13条 利用児童の保護者は、条例第８条第１項及び第２項第１号に規定する利用料を、学童保育

所利用承認通知書兼利用料納入通知書又は学童保育所利用料納入変更通知書に基づき納付期限ま

でに支払わなければならない。 

２ 利用児童の保護者は、条例第８条第２項第２号及び第３項に規定する利用料については、その

都度、支払わなければならない。 

３ 利用児童の保護者は、条例に定める保育時間（この項において延長保育を含む。）を超えて利

用した場合は、条例第８条第３項の利用料を準用し、その都度、支払わなければならない。 

（収納事務の委託） 

第14条 町長は、第２条第２項の規定により学童保育所の運営を委託した運営事業者に条例第８条

に規定する利用料の収納事務を委託することができる。 

（利用料の減免） 

第15条 条例第９条の規定による利用料の減免は、条例第８条第１項の利用料について、別表第２

に掲げる額とする。 

（利用料の減免手続等） 

第16条 条例第９条の規定による利用料の減免を受けようとする利用児童の保護者は、学童保育所

利用料減免申請書（様式第12号）を町長に提出しなければならない。 

２ 保護者は、同一世帯の者について前住所地の課税証明等が必要な場合は、前項の申請書に当該

書類を添えて町長に申請しなければならない。 

３ 町長は、第１項の申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否及び減免額を決定し、

学童保育所利用料減免（却下）決定通知書（様式第13号）により、当該保護者に通知するものと

する。 

４ 減免の適用は、減免申請書の提出月からとする。 

５ 別表第２第２項及び第３項を理由とする利用料の減免は、４月分から８月分までについては前

年度の課税状況、９月分から３月分までについては当該年度の課税状況により決定するものとす

る。 

６ 減免を受けている保護者は、当該減免の理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け

出なければならない。 
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７ 町長は、減免を受けている保護者の当該減免の理由が消滅したと認められたとき、又は申請の

理由に虚偽があったと認められたときは、減免の決定を取り消すものとする。この場合において、

当該保護者は、すでに減免をした利用料の全部又は一部を返納しなければならない。 

（補則） 

第17条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。 

附 則（平成30年10月30日規則第19号） 

この規則は、平成30年11月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月27日規則第６号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日規則第７号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月29日規則第16号） 

（施行期日） 

第１条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の志免町学童保育事業実施に関する条例施行規

則の規定は、令和３年９月１日から適用する。 

（経過措置） 

第２条 この規則の施行の際、改正前の志免町学童保育事業実施に関する条例施行規則に定められ

た様式は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和５年３月31日規則第20号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

名称 定員 

志免中央第一学童保育所 40人 

志免中央第二学童保育所 40人 
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志免中央第三学童保育所 40人 

志免中央第四学童保育所 40人 

志免東第一学童保育所 60人 

志免東第二学童保育所 60人 

志免西第一学童保育所 40人 

志免西第二学童保育所 40人 

志免西第三学童保育所 40人 

志免西第四学童保育所 40人 

志免西第五学童保育所 40人 

志免西第六学童保育所 40人 

志免西第七学童保育所 40人 

志免南第一学童保育所 60人 

志免南第二学童保育所 40人 

別表第２（第15条、第16条関係） 

 理由 減免額 

１ 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による被保護世帯 全額 

２ 市町村民税非課税世帯 半額 
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様式第１号（第５条、第12条関係） 
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様式第２号（第６条、第12条、第13条関係） 
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様式第３号（第６条、第11条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 
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様式第５号（第７条関係） 
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様式第６号（第８条関係） 
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様式第７号（第９条関係） 
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様式第８号（第10条関係） 
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様式第９号（第10条関係） 
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様式第10号（第11条、第12条関係） 
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様式第11号（第11条、第12条、第13条関係） 

 



20/21 

様式第12号（第16条関係） 
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様式第13号（第16条関係） 

 


